
活動団体や参加者を募集
　同施設で催す体験活動には、農林水
産振興センターが行う主催事業と、同セ
ンターと活動団体が共同で行う共催事
業があります。
　4月に行う主催事業の講座への参加
者を募集します。また、同センターと共
同して活動やイベント開催を希望する

　農村の原風景の中で、気軽に農林業体験や自然観察などを楽しめる「ひ
ろしま市民の里＠安佐」。体験を通じて、「食」と「農」や自然環境保全の大
切さへの理解を深め、交流を楽しんでもらうことを目的としています。
問農林水産振興センター（電845-4347、フ845-4350）

【所在地】安佐北区安佐町久地、毛木
【施設】農業体験エリア（田畑59㌃）、林業体験エリア（里山・竹林61.5
㌶）、遊歩道（林間に4.5キロ　メートル）、管理棟（食文化体験、ものづくり体験）、
駐車場（2カ所約35台分）
【開園時間】10：00～15：00　【休園日】㈫（祝日の場合は翌日）、年末年始

団体を募集します（下記）。

　　自由に散策を楽しめます
　同施設は、活動への参加だけでなく、開
園時間であれば自由に入園し、散策や自
然観察などを楽しむことができます。
※施設内の動植物、畑の作物は、許可なく
採集、収穫することはできません

実際に若者が被害に遭ったケースです。ご注意ください！

消費生活について消費生活について
のご相談のご相談

■美容医療トラブル。「今ならお得！」に注意

注
意
点

　疑問に思ったり困ったりした
ときは、一人で抱え込まず、早め
に消費生活センターへご相談く
ださい。

1  友達からの紹介でも必要がな
ければ応じない
2  「無料」や「お試し」「割引は今
日だけ」といった言葉に惑わされ
ない
2  分割払いを選択するときは、
支払回数や総額を意識する
2  長期間にわたる契約は「解約
しなければならないとき」も想
定。心配なときは都度払いがで
きる店舗を選択する
2  本当に必要なものか、じっくり
考える
3  効果だけでなく、リスクや副作
用についても理解する
3・4  契約に関して、中途解約な
どを希望しても応じてもらえな
い場合は、消費生活センターな
どに相談する

被害事例
ここが

ポイント

活動の場は、自然あふれる里山 ひろしま市民の里＠安佐

センターと共催事業を行う
活動団体を募集

【対象】地域団体、公民館活動団体、
NPO など

【活動内容】非営利で、農林業・食文化・
ものづくり・自然観察などの体験活動、
農山村の景観づくり、担い手育成など、
市民の交流によるにぎわいの創出と地
域の活性化につながる活動を行う

【申し込み】活動計画書を同センター
ホームページか郵送で、農林水産振興
センター農林振興課（〒739-1751 安
佐北区深川八丁目30-12）へ、5月29日㈮

（必着）までに。活動計画書、登録まで
の詳細は同センターホーム
ページで

センター主催事業の
参加者を募集

　年間講座と4月に開催する講座の参
加者を募集します。
①野菜づくり体験講座（年間講座）

【日時】4月12日～来年3月28日の第2・4
㈰（12月27日、1月10日は除く）、13：00～
15：00（7～9月10：00～12：00）。全22回　

【内容】野菜作りの基礎から収穫まで
（初心者向け）
【参加費】5,000円／組
②竹林管理体験講座

【日時】4月24日㈮10：00～15：00
【申し込み】同センターホームページか
往復はがき、ファクスで、3月25
日㈬（必着）までに。抽選①②各
15人。詳しくはホームページで

山地の桜・エドヒガンを楽しめる 竹林講座

野菜づくり体験講座 自然観察会

ハーブ講座 竹炭づくり体験講座
※講座の写真はいずれも過去に開催時の様子。講座内容は年度によって変わります

ねぇリカ、痩身エステの
無料体験に行ってみない？

何これ…
処方された薬、実際は
糖尿病用の薬じゃん！

電話が
つながらない

予約が
取れない

あのクリニック
が倒産!?
サービスの継続も
返金も見込めない
　どうしよう！

今すぐ契約したらすごく
お得ですよ！
分割払いなら月々の支払
いも楽ですよー！

はぁ…
じゃあ…
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私リカ、18歳、
成年になったばかり
大学進学で
一人暮らし中！

【来館】 同センター（中区基町6
‐27 アクア広島センター街8階）
開館時間10：00～18：00
休館日㈫、㈰、㈷、㉁、12月29日
～1月3日
【相談専用電話】☎225-3300か
消費者ホットライン電188
【メール】市ホームページ
（右二次元コード）から

　18歳からが成年になって4年が経ちました。
自分の意思だけで契約ができるようになった若
者の消費トラブルの相談が増えています。
問消費生活センター(☎225-3329、フ221-6282)

左の漫画の番号
と併せて確認！

消費者庁
消費者ホットライン188
イメージキャラクター

イヤヤン

消費生活センター
岩﨑主事

来所や電話が
難しいときは、
都合のいい時
間にメールで

ご相談を

気気を付けて！を付けて！  
　　　　若者の消費トラブル若者の消費トラブル

ひろしま市民と市政2


